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大阪地方最低賃金審議会総会 

第３３３回本審議会議事録 

 

１ 日  時 

 令和元年８月２１日（水）１１時００分～１１時３０分 

 

２ 場  所 

 大阪合同庁舎第４号館 ２階 第１共用会議室 

 

３ 出 席 者 

 （公益代表委員） 

 飯島委員、衣笠委員、服部委員、深井委員、水島委員 

 （労働者代表委員） 

 狼谷委員、上山委員、北畑委員、黒田委員、佐村委員 

 （使用者代表委員） 

 中野委員、平岡委員、古谷委員、丸山委員、横田委員、吉田委員 

 （事務局） 

 井上労働局長、井口労働基準部長、渡邊賃金課長、西川主任賃金指導官、小松賃金指導官、 

 青木賃金指導官、鎌田監督官、福谷賃金主任 

 

４ 審議事項 

 （１）大阪府最低賃金の改正決定に係る異議申出について 

 （２）その他 
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（開会１１時００分） 

西川主任賃金指導官 

 では、ただいまから大阪地方最低賃金審議会第３３３回総会を開催いたします。 

 初めに、傍聴人の皆様に申し上げます。傍聴の皆様には、既にお渡ししております傍聴に関する遵

守事項に従っていただきますようお願いいたします。 

 本日は、公益を代表する委員５名、労働者を代表する委員５名、使用者を代表する委員６名の計１

６名の委員の御出席により、最低賃金審議会令第５条第２項の規定に基づく定足数を満たしており、

審議会が有効に成立していることについて御報告申し上げます。 

 なお、公益を代表する立見委員、労働者を代表する福西委員は、本日、所用のため御欠席でござい

ます。 

 それでは、会長、議事の進行をよろしくお願いいたします。 

 

服部会長 

 皆様、おはようございます。 

 それでは、議事（１）の大阪府最低賃金の改正決定に係る異議申出ついてに入ります。 

 事務局から説明をお願いいたします。 

 

渡邊賃金課長 

 それでは、異議申出の内容につきまして、事務局から御説明いたします。 

 本年８月５日、令和元年度大阪府最低賃金についての答申に対する意見提出の公示を行ったところ、

８月１９日に、全大阪労働組合総連合を初めとする関係労働組合から大阪労働局長宛て異議申出書１

９１件が提出されております。 

 また、関係使用者から、８月１６日に、一般社団法人大阪タクシー協会から１件の異議申出書が大

阪労働局長宛て提出されております。 

 異議申出書の原本は、全て公益委員の後ろのテーブルに置かせていただいております。 

 初めに、関係労働者から提出された異議申出について御紹介いたします。 

 時間の関係上、全てを御紹介できませんので、主要な事項について御紹介させていただきます。 

 資料１－１、全大阪労働組合総連合からの異議申立書をごらんください。主要事項としましては３

点ございます。 

 １点目、最低賃金は月額・日額表示も行うこととし、大阪府最低賃金を時間額１，５００円、日額

１万２，０００円、月額２４万円に引き上げること。 

 ２点目、全国一律最低賃金制度を確立し、当面、金額は時間額１，０００円、日額８，０００円、

月額１６万円とすること。 

 ３点目、審議会、専門部会を公開で開催し、再調査と審議を行うことという内容でございます。 

 異議申出に至った主な理由としましては、平成３０年国民生活基礎調査結果では、所得が年額１０

０万円以上２００万円未満と２００万円以上３００万円未満の層が最も多く、それぞれ１３．７％で

あり、生活意識で見ても「苦しい」の割合が５７．７％となっていて、働く貧困層の拡大は深刻とな

っている。 

 大阪労連は、これまでも生計費に基づく議論を重視するよう要請してきた。今回の意見陳述では、
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みずからの最低賃金での生活体験に基づいた意見を主張し、８時間働けば誰もが安心して暮らせる社

会を目指すには、最低賃金の抜本的な引き上げが必要だと主張した。 

 全大阪消費者団体連絡会は、家計の消費は縮小し続けていると主張し、貧困と格差を解消し、景気

を回復させるためには、勤労者世帯の収入の増加策は欠かせず、その最も効果的な施策は最低賃金の

引き上げであるとの意見書を提出した。 

 労働者、労働組合だけでなく、様々な団体が、貧困と格差が拡大する大阪で、ワーキングプアをな

くし、貧困の連鎖を断ち切るためにも、最低賃金の大幅な引き上げが必要であることを強く求めてい

る。答申された時間額９６４円では、月１５０時間、年間１，８００時間相当働いても、月額１４万

４，６００円、年額１７３万５，２００円、ワーキングプアの水準とされる年収２００万円には及ば

ない金額であり、最低賃金法の目的である「労働者の生活の安定、労働力の資質向上」等につながら

ない。 

 株式会社アイデムが行った調査では、昨年度の地域別最低賃金の改定により影響を受けるパート・

アルバイトの割合は、神奈川に次いで２番目に大阪が高く４３．９％となっており、大阪では最低賃

金の引き上げが直接的に賃金の底上げにつながっている。飲食業やビル管理・警備業、販売・接客サ

ービス業が最低賃金を最大限活用している。このように、低賃金労働者を救済するための制度が低賃

金労働者を生み出す結果になっている実態に、正面から向き合うことを強く求める。 

 中小企業の賃上げを支援するための施策として業務改善助成金があるが、中小企業や小規模事業者

にとっては大変使いにくい制度である。また、中小企業家同友会全国協議会がまとめた国への要望・

提言では、雇用拡大・賃金引き上げに意欲があっても社会保険料の負担の大きさから躊躇する企業が

多いと指摘されており、最低賃金の引き上げが円滑に実施できるような使いやすい具体的な支援策を

拡充させ、最低賃金の引き上げに向けた経営環境整備を行うべきである。 

 ２０１０年の雇用戦略対話で、景気状況に配慮しつつ、２０２０年までに全国平均１，０００円を

目指すといった内容の政労使合意が行われている。早急に時間給１，０００円に近づけるべく再調査

と審議を求めると述べられております。 

 次に、資料１－２、大阪自治体労働組合総連合からの異議申出書には、大阪府内で働く労働者約４

４７万人のうち非正規雇用は４０．３％を占めている。世帯主として家計を支える非正規労働者もふ

え、ダブルワーク、トリプルワークをしなければ生活ができない実態がある。このような中、大阪地

方最低賃金審議会が答申を行った目安どおりの９６４円の最低賃金では、ワーキングプアの２００万

円にも及ばない。これでは、最低賃金法の目的である「労働者の生活の安定、労働力の資質向上」等

にはつながらない。また、専門委員会が公開されていないため、審議内容が不透明で、答申内容に至

った理由がわからない。 

 公務職場では、正規職員の定数削減と公共事業のアウトソーシングが進み、大阪では２４自治体で

非正規職員率が４割を超えている。低賃金・劣悪な処遇で働かされている実態があり、普通に働いて

も生活できない官製ワーキングプアを国や自治体行政みずからつくり出している。特に、保育・学童

保育・介護などの福祉職場では、多くの自治体で４月１日から欠員が生じる事態となっている。 

 大阪地方最低賃金審議会では、これらの実態を踏まえて、普通に働いて普通に生活できる最低賃金

額は幾らなのかなど、生計費に基づいた水準での審議をすべきである。 

 世界では全国一律最低賃金制が主流であり、先進国の最低賃金は時給１，０００円を超えている。

大阪の労働者の賃金の底上げ、内需拡大、地域活性化、そして住民福祉の増進のためにも、中小企業



4 

支援策の拡充とともに、直ちに最低賃金を時給１，０００円以上へ引き上げ、１，５００円以上の実

現を目指す審議を求めるとの意見が申し述べられています。 

 また、そのほかでは、生計費原則を真ん中に置いた再審議を求める。憲法で保障されている健康で

文化的な最低限度の生活を営む権利に反する決定であり、再調査、審議を求める。消費税が増税にな

るので最低賃金をもっと上げるべきだといった申出もありましたので、あわせて御報告申し上げます。 

 続きまして、関係使用者からの異議申出について御紹介します。 

 資料１－３をごらんください。 

 一般社団法人大阪タクシー協会から異議申出書が提出されております。 

 異議申出の趣旨は、大阪府最低賃金額は平成１９年度から１３年連続の大幅引き上げであり、これ

は最低賃金法第９条に規定する「事業の賃金支払い能力」を全く無視したものである。今回の引き上

げは政府の成長戦略等に基づく改定内容で、中小企業、小規模事業者の経営実態を全く顧みないもの

である。 

 賃金引き上げが実現され、経済が発展して、府民生活がより豊かになることは強く願望するもので

あるが、賃金引き上げは、生産性が向上し、事業の賃金支払い能力に余力が生じて初めて可能となる

ものである。 

 タクシー事業者は、中小企業、小規模事業者であり、事業は長期的に利用者が減少し、経営状況は

ますます厳しくなっている中、最低賃金の大幅な改定について事業者に与える影響は計り知れない。 

 タクシー業界では、改正タクシー適正化・活性化特措法により、さらなる労働条件改善に努力をし

ており、大幅な最低賃金の改定は、法の目的である労働条件改善の取り組みにおける影響がますます

大きくなると危惧する。このため、答申された大幅な最低賃金の改定については再考をお願いすると

いうものです。 

 関係使用者から出された異議申出は以上でございます。 

 最後に、異議申出とあわせて提出された要請署名につきまして、御説明させていただきます。 

 大阪地方最低賃金審議会会長及び大阪労働局長宛て３３５筆の個人署名が提出されております。こ

れは第３２９回、３３１回総会で「全国一律最低賃金制度の創設と、時間額１５００円を求める要

請」として全大阪労働組合総連合・全国労働組合総連合取り扱いの団体及び個人署名の提出でありま

したことを御紹介いたしましたが、これに引き続き提出されたものでございます。 

 署名の原本は、先ほどの異議申出書と同様に公益委員の後ろのテーブルに置いております。 

 以上でございます。 

 したがいまして、ただいまから、これらの異議申出書の取り扱いについて諮問を行います。 

 会長、局長、中央へお願いいたします。 

 

  （局長から諮問文を会長に手交する。） 

  （事務局は、諮問文（写）を各委員に配付する。） 

 

青木賃金指導官 

 それでは、お配りしております諮問文の写しを読み上げます。 

 大労発基０８２１第１号 

 令和元年８月２１日 
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 大阪地方最低賃金審議会 会長 服部 良子 殿 

 大阪労働局長 井上 真 

 大阪府最低賃金の改正決定に関する大阪地方最低賃金審議会の意見に対する異議の申出について

（諮問） 

 本年８月５日付けで答申のあった大阪府最低賃金の改正決定に関する意見について、最低賃金法第

１１条第２項による異議の申出があったので、貴審議会の意見を求める。 

 以上でございます。 

 

服部会長 

 ただいま異議申出の取り扱いについての諮問を受けましたので、審議に入ります。 

 本件をどのように取り扱うべきかの御意見を承りたいと存じます。 

 まず、労働者を代表する委員、いかがでしょうか。 

 

黒田委員 

 ただいま事務局から、労働者の方からの異議申出ということで御説明をいただきました。基本的な

思いといたしましては、私どもと同じとするところであろうかと思います。ただ、今回の審議につき

ましては、大阪府でおよそ４万人を占めます非正規で働く労働者の賃金水準や、女性パートタイム労

働者に配慮した審議を行ってきたと考えております。私どもも少なくとも時給１，０００円を目指す

ということの中での審議を進めてきたと考えており、誰もが生活できる絶対額の水準という部分につ

きましては、十分ではないというような認識ではおります。ただ、今回の結果としましては、過去最

高の引き上げ額２８円を確保し、結果としまして大阪府域で２７万５，０００人、影響率としては２

２．５％の底上げが図られたこと。さらに、審議会の中でも、昨年に引き続きまして中小企業への支

援施策等々の内容も盛り込んできたということで、一定の評価をさせていただいたところでございま

す。 

 そうしたさまざまな観点から審議を進めてきて、限られた時間ということもあり、その中で、労使

で一致するということはできませんでしたけれども、私どもとしましても一定の評価ができる内容だ

ということで、今回、公益の方に一任をするという形になりました。異議申出がございますけれども、

今回の答申どおりでいいのではないかというふうに考えておりますので、よろしくお願いしたいと思

います。 

 以上です。 

 

服部会長 

 ありがとうございます。 

 次に、使用者を代表する委員、いかがでしょうか。 

 

平岡委員 

 金額改定につきましては、労働者の生計費や賃金水準、通常事業の支払能力の三要素の原則に基づ

きまして、今、御指摘いただきましたような点を含めて、慎重に公労使で審議してきた結果だと思い

ますので、８月５日の答申どおりだと考えております。 
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 なお、異議申し立ての御意見の中でも出ておりました中小企業等への影響につきましては、これま

で以上に大きなものになってくると思われますので、生産性向上等の支援策の実効性を高めていくこ

と、これがこれまでに増して必要になってくるという思いを強くしております。これにつきましては、

本年も答申文の附帯事項として対応策を盛り込んでいただいております。引き続き、これらの着実な

実行と検証といったＰＤＣＡを回していくことが重要だと思いますので、よろしくお願いいたします。 

 以上です。 

 

服部会長 

 ありがとうございます。 

 それでは、次に、公益を代表する委員、いかがでしょうか。 

 

水島委員 

 異議申出書につきましては拝見させていただきました。繰り返しになりますけれども、労働者側か

らは、大阪府内において非正規労働者が全労働者の４割を超え、世帯主として家計を支える非正規労

働者も増える中で、答申した時間額９６４円では、月１５０時間働いたとしても、ワーキングプアの

水準とされる年収２００万円に及ばないことから、時間額１，５００円以上を目指すため、時間額１，

０００円に近づけるよう再調査と審議を求めるとの申出がなされました。一方で、使用者側からは、

大幅な最低賃金引き上げは事業の賃金支払い能力を全く無視したものであるとして、最低賃金の改定

について再考を求める申出がなされております。このように承っております。 

 専門部会の審議におきましては、関係労使等からいただきました御意見、御要請を念頭に置きまし

て、パートタイム労働者、女性労働者の賃金水準引き上げに配慮し、調査・審議を行い、答申いたし

ました。 

 また、中小企業、小規模事業者の厳しい実態も踏まえ、答申文には昨年に引き続き支援策の拡充や

利活用の促進など、具体的な措置を求める内容を盛り込みました。 

 御提出のありました異議申出書の内容も踏まえて、当初から審議してまいりましたこと、また、過

去最高の賃金引き上げ額により底上げを図ることができたこと、そしてただいまの労働者側委員、使

用者側委員の御意見も踏まえますと、私も本年８月５日付の答申どおり決定することが適当であると

考えます。 

 以上でございます。 

 

服部会長 

 ありがとうございます。 

 ただいま、水島会長代理から、本年８月５日付答申どおり決定することが適当である旨の御意見が

出されました。いかがでしょうか。ただいまの各委員からの御見解と、公益の見解というか考えとし

て、水島会長代理から、この答申どおりでよいという決定の旨の意見をお出しいただきました。よろ

しいでしょうか。 

 

  （ 異 議 な し ） 
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服部会長 

 ありがとうございます。 

 そうしたしますと、当審議会といたしましては、先日の答申どおりの意見でよろしいという皆様か

らのお声を頂戴いたしました。 

 それでは、事務局で答申文案の準備をお願いいたします。準備ができるまで、しばらくお待ちくだ

さい。 

 

  （事務局は、答申文（案）を各委員に配付する。） 

 

服部会長 

 それでは、お手元に配られましたのが答申の文案でございます。事務局で読み上げをお願いいたし

ます。 

 

青木賃金指導官 

 それでは、読み上げます。 

 令和元年８月２１日 

 大阪労働局長 井上 真 殿 

 大阪地方最低賃金審議会 会長 服部 良子 

 最低賃金審議会の意見に関する異議の申出について（答申） 

 当審議会は、本年８月２１日付けをもって貴職から諮問のあった、同年８月５日付けの大阪府最低

賃金の改正決定に係る当審議会の意見に対する異議申出について、慎重に審議した結果、下記の結論

に達したので答申する。 

 記 

 本年８月５日付け答申どおり決定することが適当である。 

 以上でございます。 

 

服部会長 

 ただいまの内容で御異議はございませんでしょうか。よろしいですか。 

 

  （ 異 議 な し ） 

 

服部会長 

 ありがとうございます。 

 それでは、局長に答申をさせていただきます。 

 

  （会長から答申文を局長に手交する。） 

 

服部会長 

 続きまして、議事（２）、その他に入ります。 
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 事務局から何かございますか。 

 

渡邊賃金課長 

 最低賃金に関する基礎調査の集計結果のウェブサイト上への公表について御説明させていただきま

す。 

 本年度実施しました最低賃金に関する基礎調査の集計結果ですが、４７労働局の調査結果は、本省

が実施している最低賃金に関する改定状況調査の集計結果とともに、本年１０月上旬に厚生労働省ホ

ームページ及びｅ－ｓｔａｔという名称の政府統計のウェブサイトに掲載予定であることを御報告さ

せていただきます。 

 この公表に当たり、大阪府最低賃金専門部会においてお示しした審議資料の形式とは別の、全国統

一の指定集計様式で現在集計作業中でございます。近日、委員の皆様には、公表予定の集計結果の表

を郵送させていただきます。 

 以上でございます。 

 

服部会長 

 ただいまの事務局の説明に対して、御質問はございますか。 

 労働者を代表する委員、いかがでしょうか。 

 

  （ な し ） 

 

服部会長 

 使用者を代表する委員、いかがでしょうか。 

 

  （ な し ） 

 

服部会長 

 公益を代表する委員、よろしいですか。 

 

  （ な し ） 

 

服部会長 

 質問がないようでございますので、その他、事務局から何かございますか。 

 

西川主任賃金指導官 

 では、今後の日程について御説明いたします。 

 ただいま御審議をいただきました大阪府最低賃金でございますが、今後、官報の手続を経まして、

１０月１日の発効の予定となっております。 

 一昨日から特定最低賃金７業種の審議に入っております。１０月上旬をめどに、改正決定の必要性

及び金額について専門部会で審議が行われる予定となっております。 
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 専門部会において全会一致で議決された場合は、７月３日の第３３０回総会で御承認いただきまし

た専門部会の審議に関する了解事項のとおり、最低賃金審議会令第６条第５項に基づき、専門部会の

決議をもって審議会の決議となるため、審議会開催は省略となります。 

 一方、全会一致での議決に至らない場合は、同じく専門部会の審議に関する了解事項のとおり、審

議会へ報告あるいは採決となるため、総会の開催が必要となります。総会の開催が必要となった場合

には、委員へ開催通知を御案内いたすこととしております。 

 以上でございます。 

 

服部会長 

 ただいまの事務局の御説明について、何か御質問はございませんでしょうか。 

 

  （ な し ） 

 

服部会長 

 それでは、その他、何かございませんか。よろしいでしょうか。 

 

  （ な し ） 

 

服部会長 

 それでは、以上で本日の審議は全て終了いたしました。 

 なお、議事録の署名につきまして、私のほか、労働者を代表する委員は黒田委員に、使用者を代表

する委員は平岡委員にお願いをしたいと存じますので、よろしくお願いをいたします。 

 それでは、本日はこれをもちまして閉会といたします。 

 委員の皆様、ありがとうございました。 

（閉会 １１時３０分） 

 


